
令和４年度建設コンサルタント業務等総合評価落札方式に関する説明会 令和４年４月１８日 開催 質疑応答集  
  回答 ① 業務毎に設定しています。該当業務の入札説明書等をご確認ください。   

質問 ① 手持ち業務量について、評価の対象となる契約額や契約総額、手持ち件数等の要件は業務毎に決められるものなのか。予定価格等に応じて定型的に決められているものであればそれを事前に確認する方法はあるか。 
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  回答 ② 入札公告「４ 入札の無効又は失格」、入札説明書の「８ 入札の無効」及び「９ 落札者の決定方法等」に記載しています。 （別紙の記載例参照）    

質問 ② 一括審査方式（制限付き取抜け）について、業務毎に設定される落札可能案件数はどこで確認できるか。 



別紙
〇入札公告への記載例「4　入札の無効又は失格」
〇入札説明書への記載例「８　入札の無効」

「９　落札者の決定方法等」
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  回答 ③ 入札説明書９の（４）又は（５）において、「先に開札した案件で落札決定通知を受けた者が、次案件以降にも入札に参加しており、業務実施体制が確保できないため落札可能案件数を満たさずに書面による申し立てを行った場合、その応札者は「失格」（以下「落札候補者の申し立てによる失格」といいます。）となります。この場合入札参加停止等の措置対象となりません。」と記載しておりますので、申し立てによる辞退理由につきましては、「業務実施体制が確保できないため」と記載願います。   

質問 ③ 一括審査方式（制限付き取抜け）について、落札可能案件数を満たさない時点で書面により落札辞退の申し立てを行う場合は、落札辞退理由は求められるのか。 


